
 
 

改定後 改定前 

部署名義等のパーチェシングカード取扱い

に関する特約 

第２条（使用者名義の特則） 

１．会員はカードを使用する部署名義等を

使用者として届出ることができるものと

し、当社が適当と認めた場合、当社は届出

された組織名称・会員番号・有効期限等（以

下「会員番号等」という）を表面に印字また

は登録したカードを会員に貸与し、または

当社所定の方法で会員番号等（以下まとめ

て「カード情報」という）を通知します。会

員は、貸与または通知されたカード情報を

善良なる管理者の注意をもって管理するも

のとします。 

（略） 

部署名義等のパーチェシングカード取扱い

に関する特約 

第２条（使用者名義の特則） 

１．会員はカードを使用する部署名義等を

使用者として届出ることができるものと

し、当社が適当と認めた場合、当社は届出

された組織名称・会員番号・有効期限等（以

下「会員番号等」という）を表面に印字した

カードを会員に貸与し、または当社所定の

方法で会員番号等（以下まとめて「カード

情報」という）を通知します。会員は、貸与

または通知されたカード情報を善良なる管

理者の注意をもって管理するものとしま

す。 

（略） 

第４条（タクシーチケット取扱いの特則） 

会員がタクシーチケットを利用する場合

は、タクシーチケットに関する特別規約第

４条第１項にかかわらず、会員氏名の署名

に代えて会員が当社に届出た組織名称およ

び当該チケット利用者の氏名をタクシーチ

ケット署名欄に記入のうえ、乗務員に交付

するものとします。 

第４条（タクシーチケット取扱いの特則） 

会員がタクシーチケットを利用する場合

は、タクシーチケットに関する特別規約第

１条にかかわらず、第１条に定める会員が

当社に届出した組織名称および当該チケッ

ト利用者の氏名をタクシーチケット署名欄

に記入の上、乗務員に交付するものとしま

す。 

第５条（カード情報の管理） 

（略） 

２．会員および管理責任者は、カード情報

を自ら使用し、または会員に所属する役員・

従業員（臨時雇用、嘱託を除く。以下まとめ

て「従業員等」という）に使用させることが

できるものとします。従業員等へカード情

報を使用させる場合、会員および管理責任

者はしんきんパーチェシングカード特約第

３条ならびに本特約第３条に定める範囲で

利用するよう徹底するものとします。また、

会員および管理責任者は自らまたは従業員

等をしてカード情報を違法な取引に使用し

第５条（カード情報の管理） 

（略） 

２．会員および管理責任者は、カード情報

を自ら使用し、または会員に所属する役員・

従業員（臨時雇用、嘱託を除く。以下まとめ

て「従業員等」という）に使用させることが

できるものとします。従業員等へカード情

報を使用させる場合、会員および管理責任

者はしんきんパーチェシングカード特約第

３条ならびに本特約第３条に定める範囲で

利用するよう徹底するものとします。また、

会員および管理責任者は自らまたは従業員

等をしてカード情報を違法な取引に使用し



 
 

あるいはさせてはならず、善良なる管理者

の注意をもって自らカード情報を使用また

は従業員等に使用させ、これを管理するも

のとします。会員および管理責任者は、当

社がカード情報の管理状況等の報告を求め

た場合にはこれに従うものとします。 

（略） 

４．カード情報の使用、管理に際して、会員

もしくは管理責任者が本条第２項ないし第

３項に違反し、その違反に起因してカード

情報が不正に利用された場合、あるいは会

員の従業員等によるカード情報の使用ある

いは通知・漏洩等に起因してカード情報が

不正に利用された場合、会員は、本特約に

基づきそのカード情報の利用代金について

すべて支払いの責を負うものとします。 

（略） 

あるいはさせてはならず、善良なる管理者

の注意をもって自ら使用または従業員等に

カード情報を使用させ、これを管理するも

のとする。会員および管理責任者は、当社

がカード情報の管理状況等の報告を求めた

場合にはこれに従うものとします。 

（略） 

４．カード情報の使用、管理に際して、法人

もしくは管理責任者が本条第２項ないし第

３項に違反し、その違反に起因してカード

情報が不正に利用された場合、あるいは会

員の従業員等によるカード情報の使用ある

いは通知・漏洩等に起因してカード情報が

不正に利用された場合、会員は、本特約に

基づきそのカード情報の利用代金について

すべて支払いの責を負うものとします。 

（略） 

 


